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1.研究の背景と目的 

1-1.研究背景 

 日本の道路整備は自動車の普及とともに

交通機能の充足を目的として進められてき

た。その中で、自動車需要に頭打ちの傾向が

みられる今日において中心市街地では道路

空間を「人のための空間」として捉え直す試

みが盛んである。一方、住宅地では庭先の交

流空間が交通空間へと変容したことがコミ

ュニティの希薄化の一因として捉えられる

など社会問題との関係の中で論じられつつ

も、その道路空間のデザインに関しては

1980 年代に「歩車共存」の議論がなされて

以降、十分に蓄積されていない。 

1-2.研究目的 

 本研究で議論の対象とする区画道路は①

沿道各戸へのアクセス機能を担うため一定

量の自動車通行が必然的に発生し、②周辺

の土地状況など外部的諸条件により幅員が

限定される空間である。その中で、どのよう

な性質の空間デザインが「人のための空間」

としての傾向を形成するかのデザインの

「質」に着目する。また、デザインの良否を

決定する性質としての「質」にも同時に着目

するが、良否の判断基準は立場で異なるた

め「公共空間」であるストリートのデザイン

を行う上では立場間の調整等も必要と考え

られ、これもあわせて整理する。 

2.住宅地における道路施策の変遷 

 住宅地での道路施策の変遷と時代背景の

把握等を目的とし、これを整理した（表１）。

空間デザインに着目すると、Ⅱ期で歩行者

空間整備からの「歩車共存」が志向されたも

のの、Ⅲ期では交通抑止からの間接的な歩

行者環境形成に留まり、Ⅳ期では再び歩行

者空間の確保としての動きが再現されてい

る。しかし、路側帯拡幅は逆に自動車速度を

高めるとの分析結果文献１があり、Ⅱ期の「歩

車共存」も歩道設置による「分離」が原則で、

限られた幅員の中で設置される歩道は幅員

が狭いなど課題が残る。 

 一方、今日的な「歩車共存」施策として、
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白線標示を廃して歩車の区別を曖昧にした

「減算的」な事例では歩車が互いを意識し

速度抑止の効果がみられている文献２。 

 こうした中で、今日的な示唆に富む事例

としてⅡ期での先鋭的な事例である用賀プ

ロムナードが挙げられる。同事例は単断面

で広幅員を確保している上、白線標示を「減

算」するなど歩行者の遊歩に資するデザイ

ンがなされており、Ⅲ期での基準作成の要

因となった事例である。本研究では、開通後

30年が経過し維持管理の面からも再評価す

る視点が必要としていることも踏まえ、こ

の事例をケーススタディしてストリートデ

ザインの「質」を考察していく。 

3.ストリートの空間デザインの分析 

3-1.分析の方法 

空間デザインを評価する分析軸を導出す

るためにⅡ期の「歩車共存」事例で一部存在

する単断面の事例を文献記載のリスト注１

から選出し、対照実験的な比較分析を行う

ことで分析軸を設定した（表２,３）。 

3-2.分析結果と考察 

 単断面構造でも【白線標示】や【舗装】に

より歩車を分離した事例と、カラー舗装注２

がなされ運転者への【路面標示】もなく歩車

が同一の空間上を通行する「歩車融合」の事

例が存在することが判明した。また、自動車

の通過を妨害する【道路屈折】や【路面凹凸】

のデザイン、その他施設として【生垣】や

【樹木】【水路】といった景観形成やアクテ

ィビティ形成に寄与するデザインがなされ

ている。また、その中で用賀プロムナードは

【樹木】【水路】などの施設を連続的に配置

している事例であることが判明した。 

3-3.ケーススタディ対象の概要 

用賀プロムナード（以降、用賀Ｐ）は 1986

年に世田谷区が美術館へのアクセス路とし

て整備した事例で区間毎にデザインの内容

は異なる（図４）が、基本的に【白線なし】

【舗装統一】の「歩車融合」事例である。 

 

3-4.調査概要 

用賀Ｐと世田谷区を対象としたヒアリン

グ調査と、加えて文献調査、現地での行動観

察調査および現況調査を行った。 
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4.用賀プロムナードの空間デザイン 

4-1.みちのホール／サロン 

 みちのホール／サロンともに道路法上の

道路空間は総幅員のうち 8.0m のみで、残り

はかつて存在した暗渠化された水路上の空

間である（図５）。これらを一体的に使用す

ることで【樹木】【水路】【休憩設備】などを

設置する空間（＝施設帯）を確保している。

自動車が双方向に通過しうるため 低 4.0m

の有効幅員が確保されている。 

 
4—2.並木みち 

 道路空間上に施設帯が設けられ、一方通

行規制のある区間は[有効幅員 3.5m,施設帯

幅員 4.5m]で、双方向通行区間は[同

5.0m,3.0m]である（図６＝一方通行区間）。 

 
施設帯には並木が設えられ、樹高と総幅

員の比 H/D は景観イメージ上望ましい範囲

の約 0.87 文献４を示している。また、並木は

防音機能を兼ね、施設帯上に通行幅員に影

響することなく休憩設備が設置可能である。 

5.用賀プロムナードにみる「質」の考察 

5-1.ストリートデザインでの立場間の相克 

他事例との対照が際立つ用賀Ｐの【単断

面】【分離なし】【白線なし】の構造は警察が

交通安全上懸念するものであり、デザイン

には費用も発生している。一方で、この構造

だからこそみられる使われ方も同時に存在

し、それは設計側が意図した通りの状況を

生み出している（表７）。 

 

6-2.空間デザインとしての「質」の考察 

 こうした場面や地域からの評価を生んで

いる用賀Ｐについて、再度デザインを整理

した（図８＝次ページ）。 

◆並木みち 

 総幅員 8.0m であり、うち 3.0～4.5m を

【生垣】【樹木】【休憩設備】を配置する施設

帯に使用しながら、舗装の統一と白線標示

のないことで【歩行者幅員】を 3.5～5.0m 確

保している。これは同様の幅員で歩道や路

側帯を設置する場合に比べ高水準であり、

加えて評価の高い景観形成や今日の高齢社

会に対応する休憩設備の設置を同時に行え

ており、様々な立場からの評価に対応でき

る点で「質」の高いデザインである。 

◆みちのホール／サロン 

 総幅員 8.0m の道路空間に加え、連続する 

暗渠上の空間を本来の道路境界線をまたい
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で一体的に使用することで【水路】【道路屈

折】を設置している。交通安全や維持管理費

の課題も大きい一方、徒歩での移動中に寄

り道的に遊びの行為がみられたり、それを

家族で楽しむ姿などがみられ、必要的な徒

歩移動の中での「質」に差が生じている。 

6-3.今日的視点からみた「質」の評価 

 各デザインについては当時の社会背景で

は道路に相応しくないと判断された内容も、

今日的な動向を踏まえ、その価値が再検討

される場合もあると考えられる。（図８）に

挙げたデザイン内容より以下に例示する。 

◆舗装・白線標示 

今日の「減算的」なデザイン以上に「減算

的」な内容だが、一切の分離がないことで

人々は道の中央を自由に歩いている。それ

は「いい感じ」の場面の発生などに限らず、

移動が円滑に行える点で今日の「高齢社会」

に適した空間であると後天的に評価するこ

とができる。 

◆樹木・それらを設置する施設帯 

 道路空間上に並木を設え景観が形成され

ていることは、沿道にて建替え等が生じた

場合にも景観が大きく変容しないという利

点がある。今日まで路線価が高水準で推移

するなどの評価に関与していると言える。 

◆水路 

道路空間を「人のための空間」として捉え

直す試みが盛んである今日において、こう

したアクティビティ機能が「公共物として」

常設的に存在することの意義は、住宅地で

はコミュニティの希薄化など深刻化する社

会問題を踏まえても再検討されうる内容で

ある。一方で、用賀プロムナードはあくまで

「アクセス路」として来街者に向けてデザ

インされた事例であり、庭先での「みちあそ

び」とは一線を画くものとも考えられる。 
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〈注釈〉 

注１）参考文献 3)を使用。用賀プロムナード以後は「歩車共存」

道路について警察協議が厳格となり歩車分離の構造が全国的に

用いられたため、用賀以前の事例を網羅したリストを使用した。 

注２）アスファルトへの着色に限らず、レンガやコンクリートブ

ロックで舗装することを総称した表現である。 

注３）（文献５）におけるアンケート調査の回答で も多く「いい

感じ」の場面として示された場面である。 


